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子どもの最善の利益の実現を目指して

ケアを担う子どもたち
ヤングケアラーの理解と支援
～子どもが子どもでいられるように～
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子どもの背景及び情報をキャッチ

●授業中の様子

●毎日の健康観察

●健康診断・発育測定

●救急処置

●健康相談

●登下校の様子

●友達関係

●学校行事への参加

子どもの小さな変化に
気づく目

👇
子どもの日常が
わかっていないと
できないこと
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•家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引

き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポート

などを行っている、18歳未満の子ども。

（日本ケアラー連盟ヤングケアラープロジェクトによる定義）

ヤングケアラーとは

・家庭で代行的・情緒的ケアなど多様なケアを行い、過重な役割と責
任を担っている18歳未満の子ども。
彼らは家族を維持する努力をする中で、複雑な感情を抱きつつも、自
分が置かれた状況に無自覚な場合がある。

（埼玉県立大学ケアラープロジェクトによる定義）



厚生労働省HP



見ようとしても、見えにくい存在＝見過ごされる

•「子ども」に隠れてしまう

子どもがケアをしているということが想定外。背景になってしまう

•「家族」に隠れてしまう

ケアは家族がするものという考え方。社会の期待（サービス設計）

•「ケア・介護」「病気・障害」に隠れてしまう

他人に知られたくない。差別偏見。普通でいたい

＊福祉のシステムのすき間に落ちる

ヤングケアラーとは





家族のかたち、家庭生活の変化





ヤングケアラーに関して全国で実態調査
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自身の生活家族のお世話

大切なのはバランスです







早期発見、継続的な支援が大切

•ケアをしている≠即支援が必要

•ケアは、お手伝いのレベルから徐々に重度化、深刻化、複

雑化することも多い：

早い段階で発見し、見守ることが大切

大きな問題になる前に支援につなげることが大事

•ケアラーである自覚がない：周りの大人が気づくしかない
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ヤングケアラー支援の前提

•ヤングケアラーは、ケアラーである前に、

成長過程にある子ども

•若者ケアラーは、ケアラーである前に、

自分の人生を歩みはじめたばかりの若者

•他の子ども・若者と同じライフチャンス（人生の選択

肢）をもてるように

©一般社団法人日本ケアラー連盟ヤングケアラープロジェクト



支援に際して大切な視点

•ケアラーであることを、子ども自身も保護者が認識して

いないことを考慮して対応する

•ケアを担っていることを否定しない

•ケアラーであることを公にしたくないケースに配慮する

•子ども自身に必要な支援へつなぐことを検討する

•「家族調整」が必要；それまでの家族のあり方を外部か

ら脅かされると感じられることもある
（三菱リサーチ＆コンサルティング：ヤングケアラーへの早期対応に関する研究2020）
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支援に際して大切な視点

保護者がケアの必要な場合もあれば、ケアラーである場合もある

虐待事例との違い：支援の必要性・緊急性の判断

•要配慮：周囲が気づくような影響は見られないが、

本人が苦痛を感じている可能性がある

➡時々の声かけや、ネットワークでの見守りが必要

•要支援：支援を必要としている

➡個別またはネットワークでの支援が必要

•要保護：「虐待」にあたる可能性のある

➡支援の緊急性が高い
（三菱リサーチ＆コンサルティング：ヤングケアラーへの早期対応に関する研究 2020）
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学校におけるヤングケアラー実態把握のポイント（例）



子どもの人権を守る視点が必要
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自身の生活家族のお世話

大切なのはバランスです

ヤングケアラーの支援の視点



ヤングケアラーと家族を支える関係機関



子どもは学校と家庭（地域）にいる

•学校と家庭（地域）は、発見と支援の両輪

連携しなければ、ヤングケアラーを支えられない

•学校では、子どもの生活状況や健康状態、日々の変化に気

づくことができる

発見者・支援者：教職員、養護教諭、SSW、SCなど

•家庭（地域）では、家庭での生活状況、子どもが担ってい

るケア役割や分量を把握できる

発見者・支援者：ケアが必要な家族の支援者、地域住民
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家庭生活の支援は、地域の福祉がつなぐ

家庭生活の支援は、家庭（地域福祉）で

SSWが地域福祉との橋渡し役

•地域の他機関（保健・福祉・医療）との連携

•ケアが必要な家族への支援・サービスの提案・調整

•支援環境・体制の整備

•保護者との面談・相談

•家庭環境の把握
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相談窓口の可視化

埼玉県福祉部地域包括ケア課

相談窓口の可視化
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引用：ヤングケアラー授業デザインキット (saitama.lg.jp)
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連携支援のあり方(連携支援10カ条）

1. ヤングケアラーが生じる背景を理解し、家族を責めることなく、家
族全体が支援を必要としていることを各機関が理解すること

2. 緊急の場合を除いて、ヤングケアラー本人抜きで性急に家庭に支援
を入れようとすることはせず、本人の意思を尊重して支援を進める
ことが重要であることを各機関が理解すること

3. ヤングケアラー本人や家族の想いを第一に考え、本人や家族が希望
する支援は何か、利用しやすい支援は何かを、各機関が協力して検
討すること

4. 支援開始から切れ目なく、また、ヤングケアラー本人や家族の負担
になるような状況確認が重複することもなく、支援が包括的に行わ
れることを目指すこと

5. 支援を主体的に進める者(機関)は誰か、押しつけ合いをせずに明ら
かにすること



連携支援のあり方(連携支援10カ条）

6. 支援を進める者(機関)も連携体制において協力する者(機関)も、
すべての者(機関)が問題を自分事として捉えること

7. 各機関や職種は、それぞれの役割、専門性、視点が異なること
を理解し、共通した目標に向かって協力し合うこと

8. 既存の制度やサービスで対応できない場合においても、イン
フォーマルな手段を含め、あらゆる方法を模索するとともに、
必要な支援や体制の構築に向けて協力すること

9. ヤングケアラー本人や家族が支援を望まない場合でも、意思決
定のためのサポートを忘れずに本人や家族を気にかけ、寄り添
うことが重要であることを各機関が理解すること

10.円滑に効果的に連携した支援を行う事ができるよう、日頃から
顔の見える関係作りを意識すること

（トーマツ：多機関連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に関する調査研究 2022）
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